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【 請 求 項 １ 】
　 第 １ と 第 ２ の ２ 種 類 の デ ー タ と 該 デ ー タ の 同 期 情 報 と を 含 む 情 報 を 受 信 す る 手 段 と 、 上
記 デ ー タ の 記 憶 部 と 、 現 在 時 刻 を 数 え る 時 計 と 、 表 示 部 と 、 処 理 部 と 有 し 、 上 記 処 理 部 は
、 上 記 ２ 種 類 の デ ー タ を 分 離 す る 手 段 と 、 上 記 表 示 部 に 表 示 す る 第 １ の 情 報 を 復 号 化 す る
手 段 と 、 上 記 現 在 時 刻 と 上 記 同 期 情 報 と に 基 づ き 上 記 第 １ の 情 報 を 上 記 表 示 部 に 表 示 す る
手 段 と 、 上 記 第 ２ の 情 報 を 外 部 処 理 装 置 に 出 力 を す る 手 段 と を 制 御 す る こ と を 特 徴 と す る
情 報 処 理 装 置 。
【 請 求 項 ２ 】
　 上 記 制 御 部 は 表 示 部 に 表 示 す る 第 １ の デ ー タ を 第 ２ の デ ー タ と 切 り 換 え る 手 段 を 制 御 す
る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ 記 載 の 情 報 処 理 装 置 。
【 請 求 項 ３ 】
　 第 １ の デ ー タ と 、 該 第 １ の デ ー タ と 外 部 処 理 装 置 が 別 に 受 信 す る 第 ２ の デ ー タ と を 連 動
表 示 さ せ る た め の 同 期 情 報 と を 含 む 情 報 を 受 信 す る 手 段 と 、 上 記 情 報 の 記 憶 部 と 、 現 在 時
刻 を 数 え る 時 計 と 、 表 示 部 と 、 制 御 部 と 有 し 、 上 記 制 御 部 は 、 上 記 同 期 情 報 に 基 づ い て 交
換 情 報 を ネ ッ ト ワ ー ク を 介 し て 接 続 さ れ る 上 記 外 部 処 理 装 置 に 出 力 す る 手 段 と 、 上 記 現 在
時 刻 と 上 記 情 報 に 含 ま れ る 時 刻 情 報 と に 基 づ き 第 １ の 情 報 を 再 生 し て 上 記 表 示 部 に 表 示 す
る 手 段 と を 制 御 す る こ と を 特 徴 と す る 情 報 処 理 装 置 。
【 請 求 項 ４ 】
　 上 記 制 御 部 は 、 上 記 交 換 情 報 へ の 応 答 が 上 記 時 刻 情 報 ま で に な い と き 、 上 記 第 １ の デ ー
タ が 優 先 処 理 デ ー タ の 場 合 に は 上 記 表 示 部 へ の 表 示 後 、 該 表 示 し た 旨 を 上 記 外 部 処 理 装 置

に



へ 通 知 す る 手 段 と 、 上 記 第 １ の デ ー タ が 優 先 処 理 デ ー タ で な い 場 合 に は 、 再 生 待 ち が 可 能
か 判 定 す る 手 段 と 、 再 生 待 ち 不 可 の 場 合 に 該 デ ー タ を 削 除 す る 手 段 と 、 上 記 外 部 処 理 装 置
に 該 デ ー タ を 削 除 し た こ と を 通 知 す る 手 段 と を 制 御 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 記 載 の
情 報 処 理 装 置 。
【 請 求 項 ５ 】
　 上 記 制 御 部 は 、 上 記 表 示 装 置 へ の 接 続 が 無 効 と な っ て い る 場 合 に 、 未 接 続 状 態 で あ る 旨
を 上 記 表 示 手 段 に 表 示 す る 手 段 を 制 御 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ 乃 至 の 何 れ か に 記
載 の 情 報 処 理 装 置 。
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